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⽴地適正化計画について

柳井市 建設部 都市計画・建築課
令和元年１１⽉１２⽇（⽕）

柳井市都市計画審議会資料



都市再生特別措置法等の改正（概要）

出典︓改正都市再⽣特別措置法等について（国交省）2



２ 柳井市の都市構造上の課題
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現状
中心市街地の衰退
・⼈⼝減少、⾼齢化の進⾏
・市街地の拡散、低密度化

都市構造上の課題

都市機能施設のサービス低下
・施設周辺の⼈⼝密度低下
・利⽤者の減少

路線の撤退や公共交通のサービス
低下
・市⺠の４割が公共交通の利⽤圏域外に居住
・公共交通分担率の減少

災害リスクの増加
・水害等により市街地冠水のおそれ
・⾼齢化の進展により、災害時における
自助共助が困難

財政状況の悪化
・医療福祉費やインフラ維持更新費の増加
・住⺠⼀⼈あたりの⾏政コストの増加

市街地の⼈⼝密度維持
まちなか居住を促進し、市街地内の⼈⼝密度を維
持・向上させることが必要

都市機能の維持・集積
福祉、医療、商業等の⽣活サービス施設を維持
するとともに、各施設が集積することで、歩い
て暮らせるコンパクトな暮らしを実現すること
が必要

将来都市構造に応じた公共交通サ
ービスの確保
⾼齢化が進むなか、⾞を自由に使えない市⺠の
外出機会を確保するため、⼈⼝や施設配置に応
じた公共交通サービスの確保が必要

安全・安心な暮らしの環境の確保
災害リスクを低減し、市⺠が安全に安⼼して暮
らせる環境を確保することが必要

持続可能な都市経営の実現
財政制約下においても本市が持続して発展でき
るような都市経営を⾏っていくことが必要

本市の現状からみた問題点と課題



出典︓改正都市再⽣特別措置法等について（国交省）

コンパクトなまちづくり
・・・⽴地適正化計画制度の意義・役割①
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出典︓改正都市再⽣特別措置法等について（国交省）

コンパクトなまちづくり
・・・⽴地適正化計画制度の意義・役割②
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出典︓改正都市再⽣特別措置法等について（国交省）

コンパクトなまちづくり
・・・⽴地適正化計画制度の意義・役割③
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柳井市立地適正化計画
（住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を

図るための計画）
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山口県の上位計画

やまぐち維新プラン
山口県都市計画基本方針

柳井市の上位計画

第２次柳井市総合計画

柳井市都市計画マスタープラン
（柳井市の都市計画に関する基本的な方針）

【柳井市が定める都市計画】
用途地域などの土地利用、

道路、公園、下水道などの都市施設

連携

柳井市の関連計画

・柳井市地域公共交通網形成
・計画（作成中）

・柳井市公共施設等総合管理
・計画

・柳井農業振興地域整備計画

・柳井市空家等対策計画

・柳井市環境基本計画

・柳井市まち・ひと・しごと創生
・総合戦略

・柳井市地域防災計画

など

整合

本市における⽴地適正化計画の位置づけ
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・⼈⼝の減少と高齢化
・空き家増加による市街地の空洞化
・公共インフラ施設の⽼朽化

都市再生推進協議会

庁内連携会議

⽴地適正化計画

都市計画審議会

現状からみた問題点

本市の⽴地適正化計画作成の流れ
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教育文化

学識経験者

防災

福祉

交通事業者

不動産

地域団体

経済団体

◆委員

◆オブザーバー
関係行政
機関

柳井市都市再生推進協議会の構成
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• 第２回（１０⽉２５⽇） ⽴地適正化計画制度
• 第３回（１２⽉下旬） 検討課題、まちづくりの方向性
• 第４回（ ３⽉下旬） 都市機能誘導区域、誘導施設

令和元年度

• 第５回（ ６⽉ごろ） 検討課題、まちづくりの方向性
• 第６回（１０⽉ごろ） 居住誘導区域
• 第７回（ １⽉ごろ） 目標、評価方法

令和２年度

• 素案のとりまとめ
• 住⺠意⾒の反映（説明会、公聴会、パブリックコメント等）
• 都市計画審議会の意⾒聴取

令和３年度

今後の進め方


